
 

 

質問への回答 

令和 6 年 10 月 23 日 

徳島市公告第２１１号による市有財産（旧方上保育所）売却にかかる一般競争入札について 

 

番号 質問内容 回答 

１ 
建物建設時の図面等を公開して

もらうことは可能か。 

 徳島市で保管している建設当時の図面を徳島市役所 7 階財産管理活用課にて公

開します。閲覧を希望される方はご来庁ください。なお、複写は行いませんが、

写真撮影は可能とします。なお、図面と現況に差異がある場合は、現況を優先し

ます。 

２ 

入札参加希望者の負担において

アスベスト（石綿）の調査を行う

ことは可能か。 

 施設内のアスベスト（石綿）調査を行うため、入札参加希望者の負担におい

て、検体を採取することは可能です。ただし、建物の構造・耐震等に影響するよ

うな採取はできません。また、検体を採取する際は本市職員の立ち合いが必要に

なりますので、希望者は徳島市財産管理活用課（088-621-5051）までご連絡くだ

さい。なお、検体採取ができる日時は 10月 24日（木）から入札前日の 11月 14

日（木）（開庁時間のみ）までとします。 

 入札実施要領の物件調書に記載のとおり、本市においてアスベスト調査は実施

しておりませんが、建築時期から非飛散性アスベスト含有材の使用が推定される

ため、建物解体費用においては勘案し、予定価格（最低売却価格）を設定してお

ります。なお、入札参加希望者が実施した調査結果で予定価格（最低売却価格）

の変更は行いません。 

 


